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一般緊急輸送道路沿道の建築物の

耐震化に御協力く ださ い！

し ています。

沿道



注 1 ） 詳細については「 東京都耐震ポータ ルサイト 」（ h ttp s ://w w w .ta is h in .m e t ro .to kyo. lg . jp ）を御覧く ださ い。

注 ２ ）ト ンネル部分に敷地が接する建築物は、条例の規制の対象にはなりません。



一般緊急輸送道路沿道建築物の所有者は、条例で「 当

該沿道建築物の耐震化に努めるも のと する」と 定めら れ

ています。

　 一般的に耐震化の流れは、下図に示すと おり と なっ て

おり 、各段階で助成制度など の支援制度があり ますの

で、沿道建築物の耐震化に努めていただけますよう 、御

協力をお願いし ます。

次のいずれにも 該当する建築物が、一般緊急輸送道路沿道建築物です。

一般緊急輸送道路沿道建築物の所有者は、条例で「

該沿道建築物の耐震化に努めるも のと する」と 定めら れ

ています。

　 一般的に耐震化の流れは、下図に示すと おり と なっ て



※令和６ 年４ 月現在の制度です。今後、制度に変更が生じる可能性があります。

※以下は、東京都における 標準的な 場合の例示です。

3 ,6 7 0 円/㎡

1 ,5 7 0 円/㎡

1 ,0 5 0 円/㎡

1 ,5 7 0 ,0 0 0

耐震診断は、誰に実施し ても ら えばいいのですか。

　 区市町村によって、助成制度が異なり ますので、詳細は、区市町村にお問い合わせく ださ い。

特定緊急輸送道路沿道建築物と 同様に、下記条件をすべて満たす資格者、方法により 実施すること が
望まし いと 考えます。



掛けた額です。

受け取れる助成額は、どのよう に計算するのですか。

助成対象基準額は、どのよう に計算すればよいのですか。

※以下は、東京都における 標準的な 場合の例示です。

　 区市町村によって、助成制度が異なり ますので、詳細は、区市町村にお問い合わせく ださ い。



※建替え 工事・ 除却も 対象にな り ま す（ 耐震改修相当額）。

※分譲マンショ ンについては、５ ，０ ０ ０ ㎡を超える部分についても 、

　 こ ちら の助成率が適応さ れます。

住宅（ マ ン ショ ン を 除く 。）の場合

5 7 ,0 0 0 円/㎡

5 1 ,7 0 0 円/㎡

3 9 ,9 0 0 円/㎡

占有者が存する 場合に、加算を 受けら れる 場合があり ま す。

制度や助成率な ど の詳細について は、区市町村にお問い合わせく だ さ い。

建替え工事の場合の助成対象事業費は、耐震改修相当額になり ます。

（ 建替えと は、現在ある 建築物を 除却し 、引き 続き 同一の敷地で 新たに建築するこ と で す。

助成制度をご 利用いた だく 場合には、除却の前に助成申請を 行ってく ださ い。）

詳し く は、区市町村の窓口に御相談く ださ い。

建替え工事の場合、かかっ た工事金額全てを 助成対象工事費と みてよ いですか。

建築物（ 住宅を 除く 。）

Is 値等が0 .3 未満の場合には、以下の単価と なる

場合があり ます。

5 6 ,9 0 0 円/㎡

6 2 ,7 0 0 円/㎡

免震工法等の特殊工法の単価は住宅（ マンショ ンを 除く 。）

の場合は適用さ れません。

8 6 ,4 0 0 円/㎡

※以下は、東京都における 標準的な 場合の例示です。

　 区市町村によって、助成制度が異なり ますので、詳細は、区市町村にお問い合わせく ださ い。

・ 延べ面積が５ ，０００ ㎡を超える部分

・ 延べ面積が５ ，０００㎡以下の部分
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●耐震化アド バイ ザーの無料派遣

　 建築士や弁護士、建設業者、不動産コ ン サルタ ン ト など の専門家を 無料で派遣し ます。

●専属アド バイ ザーの任命と 無料派遣　

　 所有者が任命し た専属アド バイ ザーが、一貫し て耐震化の取組を サポート し ます。

　 ※沿道建築物の所有者と 専門家が連名で申請し 、承認を 受ける こ と で、当該専門家が当該沿道建

　 　 築物の専属のアド バイ ザーと なり 、耐震化の取組に一貫し てお手伝いやアド バイ スを する こ と

　 　 ができ ます。専属アド バイ ザーには要件があり ますので、詳し く はお問合せく ださ い。

0 3 －3 3 7 6 －3 2 9 0（ JS CA 東京）

お問い合わせは近隣のみずほ銀行店舗まで

0 3 －5 9 8 9 －1 4 5 7



（ U RL  h ttps ://w w w .ta is h in .m e tro .tok y o .lg .jp/）

U R L h t t p s ://w w w .jh f .g o . jp /

お問い合わせく ださ い。

マン ショ ン・ まち づく り 支援部マン ショ ン・ まちづく り 融資グループ

緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、耐震改修工事等に つい て 、一定の条件を 満た す場合は、



東京都耐震マーク
表示制度等

【 東京都耐震化工事中掲示物 】 

工事現場への耐震マーク の掲示　

　 耐震改修を 実施し ている 緊急輸送道路沿道の工事現場に、「 耐震化工事中」 である こ と を 表示し ます。

こ の取組を 通じ て、耐震化の進捗状況を 目に見える 形で示し 、都民の耐震化への機運を 一層高めていき ま

す。改修助成を 利用する 場合には、原則と し て掲示し ていただき ます。詳し く は、ホームページ「 東京都耐

震ポータ ルサイ ト 」を 御覧く ださ い。

■対象と する 工事現場： 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化工事（ 耐震改修工事、建替え工事、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 除却工事） を 行っ ている 工事現場

　【 お問合せ先】 

　 　 東京都耐震マーク 事務局 

　 　 0 3（ 5 9 8 9 ）1 4 9 3足場シート に装着する掲示物 仮囲いに貼付する掲示物

　 建築物の耐震性に関する 情報が広く 提供さ れ、都民が安心し て建築物を 利用する こ と ができ る よ う 、

耐震マーク を 交付し ています。交付を 受けた方は、マーク を 建築物の入口など、見やすい場所に表示し て

く ださ い。詳し く は、ホームページ「 東京都耐震ポータ ルサイ ト 」 を 御覧く ださ い。

■対象建築物： 耐震基準に適合する こ と が確認さ れた都内全ての建築物

■交付申請費用： 無料

※旧耐震建築物で耐震改修し たも のは「 耐震改修済」、耐震診断等によ り 耐震基準へ

　 の適合を 確認し たも のは「 耐震診断済」、新耐震基準に適合し ているこ と が確認さ れ

　 た建築物は「 新耐震適合」 の表記になり ます。

※マーク のサイ ズは1 5 cm ×1 5 c m（ 戸建住宅は 6 cm ×6 c m ）

※本制度の一層の普及拡大を 図る ため、希望者から の申請に応じ た交付に加え、都が

　 耐震基準への適合を確認し た建築物に対し ても 、耐震マーク の交付を行っ ています。

　【 お問合せ先】 

　 　 東京都耐震マーク 事務局 

　 　 0 3（ 5 9 8 9 ）1 4 9 3



　（ 令和７ 年４ 月1 日現在）

（ 地方税法附則第 1 5 条の 9 第 1 項から 第 3 項まで、同法附則第 1 5 条の 9 の 2 第 1 項から 第 3 項まで）

令和８ 年3 月3 1 日

令和８ 年3 月3 1

　 昭和 5 6 年 5 月 3 1 日以前に建築さ れた住宅について、 令和 7 年 1 2 月 3 1 日までに

一定の耐震改修を行った場合、 標準的な工事費用相当額の 1 0 ％相当額（ 最高 2 5 万円※1 ）

が所得税から控除さ れる場合があります。

　 なお、上記の一定の耐震改修を一般省エネ改修工事及び耐久性向上改修工事と 併せてし

た場合、標準的な工事費用相当額の 1 0 ％相当額（ 最高 5 0 万円※2 ）が所得税から 控除さ

れる場合があります。

　 ※１ 　 令和３ 年１２ 月３１ 日以前に一定の耐震改修を行った場合、 住宅耐震改修工事に要し た費用の額に含まれる

　 　 　 消費税額等（ 消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。） のう ちに、 8 ％又は1 0 ％の税率により 課

　 　 　 さ れるべき消費税額等が含まれていないときは最高 2 0 万円

　 ※２ 　 太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は最高 6 0 万円

★お問合せ先…所轄の税務署

（ 租税特別措置法第4 1 条の1 9 の2 、第4 1 条の1 9 の3 ）

（ 東京都都税条例第 1 3 4 条第 1 項第 4 号、 同条例第 1 8 8 条の 3 0 、 東京都都税条例施行規則第 3 1 条第 2 項）

                                   　 建替え前後の家屋がどちら も ２ ３ 区内に所在するなど一定の

要件を 満たす場合、新築後新たに課税さ れる 年度から ３ 年度分、当該住宅に係る 固定資産

税・ 都市計画税額の全額が減免さ れます。新築し た年の翌々年の２ 月末までに申請が必要です。

 「 昭和5 7 年１ 月１日以前から ある住宅で令和８ 年３ 月３１日までに一定の耐震改修工事が

完了し た住宅」及び「 昭和5 7 年１ 月２ 日から 平成１３ 年１ 月１日までの間に新築さ れた一定

の木造住宅で令和６ 年４ 月１日から 令和８ 年３ 月３１日までの間に一定の耐震改修工事が

完了し た住宅」について、翌年度分　 の固定資産税・ 都市計画税額の全額が減免（ 居住部分

で１ 戸当たり1 2 0 ㎡の床面積相当分までを 限度）さ れます。改修工事が完了し た日から 、

３ か月以内に申請が必要です。

※当該住宅が昭和5 7 年１ 月１日以前から ある住宅で当該耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物
　 であった場合には、翌年度から２ 年度分



街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

都市整備部安全都市づくり課安全都市づくり係

都市計画部不燃・耐震促進課不燃化・耐震化担当

都市整備部建築課耐震化促進係

03-3578-2295

都市整備部市街地整備課耐震改修担当

都市整備部木密・耐震整備課整備促進係

まちづくり部建築課構造・耐震化推進係

都市整備部防災まちづくり課耐震化促進係

都市建設部建築防災課耐震化推進第一係・第二係

まちなみ整備部住宅政策課

市民生活部住宅課住宅対策係

都市整備部住宅課住宅政策係

都市再生部　住宅政策課

まちづくり部都市計画・住宅課住宅係

まちづくり部建築指導課

都市建設部施設建設課保全計画・建築担当

都市整備部都市計画課開発・住宅係

まちづくり部住宅課住宅係

総務課交通防災係

まちづくり部建築課建築係

都市建設部まちづくり再生課住所整理・団地再生係

都市整備部住宅政策課

都市整備部都市計画課計画・住宅係

042-558-1111（内線2721）

042-555-1111（内線253）

042-548-2067

042-464-0020

0428-23-3793

042-378-2111（内線324）

042-588-5114

042-565-1111（内線278）

042-470-7756

042-393-5111（内線3713）

042-312-8670

03-3430-1359

03-3312-2111（内線3328）

（ 令和7 年3 月１ 日現在）

（ 6 ）7 3

都市整備部建築課建築安全係

都市整備部住宅課住宅安全係

都市開発部建築指導課構造・設備担当

都市整備部都市計画課都市計画係

（ 令和7 年3 月改訂）

都市基盤部建築課耐震化促進係

都市開発部建築指導課耐震化促進係 03-5662-6389

03-5654-8552

03-6432-7177

03-3802-4454

0422-60-1976

0422-29-9704

042-544-4413

042-312-1145

042-598-1011（内線125）

防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係

都市整備部建築安全課建築耐震係

都市建設部まちづくり事業課住宅係

都市建設部まちづくり計画課計画係

まちづくり部都市づくり課地域整備係

都市整備部建築課耐震化推進係

（内線1262）

耐震ポータ ルサイト では上記情報を随時更新し ております。右QRコ ード よりご確認く ださ い。


